
 

京都市暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和４年３月３１日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市規則第   号 

京都市暴力団排除条例施行規則の一部を改正する規則 

京都市暴力団排除条例施行規則の一部を次のように改正する。 

第４条中「ときは，」の右に「次に掲げる事項を記載した」を加え，「（第１号様式）」

を削り，同条に次の各号を加える。 

⑴ 誓約者の氏名（法人にあっては，名称及び代表者名）及び住所（法人にあっては，

主たる事務所の所在地） 

⑵ 誓約の年月日 

⑶ 誓約者が条例第２条第４号に規定する暴力団員等に該当しないことを誓約する旨 

⑷ 誓約者並びに条例第２条第４号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定

する使用人が，同条第５号に規定する暴力団密接関係者に該当しないことを誓約する

旨 

⑸ 誓約者が法人である場合にあっては，条例第２条第４号イに規定する役員及び使用

人（市長等又は指定管理者が全ての使用人について記入することが困難であると認め

るときは，市長等又は指定管理者が指定する使用人に限る。次号において同じ。）の

氏名，氏名を片仮名で表記したもの，生年月日及び性別 

⑹ 誓約者が個人である場合にあっては，誓約者及び条例第２条第４号ウに規定する使

用人の氏名，氏名を片仮名で表記したもの，生年月日及び性別 

第６条第１項中「の様式」を「に」に，「第２号様式」を「同項に定めるもののほか，

誓約者の氏名（法人にあっては，名称及び代表者名）及び住所（法人にあっては，主たる

事務所の所在地）並びに誓約の年月日を記載するもの」に改める。 

第１号様式及び第２号様式を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用すること
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ができる。 

（文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課） 

 


